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山形県外国人労働者受入環境構築支援事業費支援補助金に係るＱ＆Ａ 

 

令和６年４月１日現在 

 

１ 制度全般について                                 

 

 

問１－１ 補助金を申請したいのだが、どこに相談するといいのか。 

 

 

答１－１ 

・ 補助金の申請については、山形県庁 8 階産業労働部雇用・産業人材育成課が窓口となります。 

提出先については別添チラシをご覧ください。 

 

 

問１－２ 申請してからどのくらいの期間で支払われるのか。 

 

 

答１－２ 

・ 補助金の支給については、補助事業者の完了後に実績報告書を提出いただき、実績報告書提出後か

ら、約 3 週間を目途に現地調査を実施し、額の確定通知を発出させていただきます。 

額の確定通知発出後、約２週間を目途として補助金を支払います。（別添スキーム図参照） 

 

２ 補助要件（補助対象者、補助対象経費等）について                              

 

 

問２－１ 法人の住所が県内にあるが、県外にある事業所で外国人労働者を雇用した場合でも補助 

対象になるのか。 

 

 

答２－１ 

・ 外国人労働者を受け入れた事業所が県内にあり、当該事業所で雇用する場合は補助対象となりま

す。ただし、県内に本社や事業所を有していても、外国人労働者を受け入れた事業所が県外の場合は

補助対象となりません。 

  



‐2‐ 

 

問２－２ 管理団体への監理料、現地への事前訪問費用、入国準備にかかる費用は、補助対象に 

なるか。 

 

 

答２－２ 

・ この補助金は、外国人材の県内定着を促進することを目的として外国人労働者の生活環境整備を

実施する場合に支援するものであり、当該経費は対象としていません。 

 

 

問２－３ 外国人労働者が入国後に係る経費として、外国人技能実習制度における養成講習の 

経費が必要だが、補助対象になるか。 

 

 

答２－３ 

・ この補助金は、外国人労働者の孤立防止やホームシック対策のメンタルヘルスケアに関する研修

は補助対象としていますが、外国人技能実習制度における養成講習の経費については補助対象とな

りません。 

 

 

問２－４ 対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア研修として 

研修を開催する予定だが、開催時間が昼食時間帯と重なっている。外部講師に対して昼食を 

用意したいが補助対象になるか。 

 

 

答２－４ 

・ 飲食代については、補助対象とはなりません。 

 

 

問２－５ 対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケアとして 

座談会を開催する予定だが、この場において研修対象の外国人労働者にお茶を提供したいが 

補助対象になるか。 

 

 

答２－５ 

・ 飲食代については、補助対象とはなりません。 
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問２－６ 対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケアとして 

セミナーを開催する予定だが、この場において外国人労働者が使用するテキスト代は補助対象 

になるか。 

 

 

答２－６ 

・ 外国人労働者が使用するテキスト代については、補助対象となります。 

 

 

問２－７ 対象外国人労働者の住居（補助対象事業者が所有するもの又は居住する外国人労働者 

から家賃負担を徴収せずに借り上げているものに限る。）の環境の整備として、どのような備品 

を購入した場合に補助対象になるか。 

  また、備品の設置費用が生じる場合、設置費用は補助対象になるか。 

 

 

答２－７ 

・ この場合、住居への冷暖房設置、冷蔵庫設置、シャワー設備設置、トイレ設備設置に関する費用等

は補助対象となります。個別具体的な補助対象については、お問い合わせください。 

  また、設置費用についても補助対象となります。 

 

 

問２－８ 対象外国人労働者の住居（補助対象事業者が所有するもの又は居住する外国人労働者 

から家賃負担を徴収せずに借り上げているものに限る。）の環境の整備として、Wi-Fiルーター等 

の設備工事を行った場合、設備工事費用や月々の利用料金は補助対象になるか。 

 

 

答２－８ 

・ この場合、Wi-Fi ルーター等の設備工事費用については、補助対象外となります。 

  また、月々の利用料金等運用に係る経費についても補助対象外となります。 

 

 

問２－９ 補助対象経費に消費税は含めてもいいか。 

 

 

答２－９ 

・ 消費税は補助対象外です。（補助対象経費には含めません。） 

・ なお、領収書等に消費税込みの金額しか記載されていない場合は、当該金額を 1.1 で割り返した

金額が補助対象となります。 
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３ 申請書類について                                 

 

問３－１ インターネット銀行を振込口座にしたい場合、通帳の写しはどうすればいいか。 

 

 

答３－１ 

・ 次の情報が表示された部分を印刷して提出してください。 

 ※ 必要な情報：金融機関・本支店名、預金種別、口座名義人（漢字・カナ）、口座番号 

 

 


